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〔
概
要
書
〕 

 

居
留
地
時
代
（
一
八
五
九
～
一
八
九
九
年
）
に
お
け
る
「
開
国
日
本
」
の
実
態
と
「
外
国
人
」 

 
 
 

―
在
留
清
国
人
の
地
位
、
管
理
問
題
を
中
心
に
― 

 

趙
国 

 

本
論
文
は
、
近
代
日
本
に
お
け
る
「
開
国
」
の
歴
史
的
な
位
置
づ
け
を
、
在
留
清
国
人
の
地
位
、
管
理
政

策
の
変
化
を
中
心
に
再
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。 

こ
れ
ま
で
日
本
の
開
国
は
、
ペ
リ
ー
来
航
や
ウ
ェ
ス
タ
ン
・
イ
ン
パ
ク
ト
が
象
徴
す
る
よ
う
に
、
時
期
的

に
は
幕
末
維
新
が
、
外
圧
の
主
体
と
し
て
は
欧
米
が
想
定
さ
れ
て
き
た
。
本
論
文
で
は
、「
不
平
等
条
約
」

下
に
成
立
し
た
居
留
地
体
制
期
（
一
八
五
九
～
一
八
九
九
年
）
を
「
長
い
開
国
」
と
し
て
捉
え
、
在
留
外
国

人
の
半
数
以
上
を
占
め
て
い
た
清
国
人
に
焦
点
を
当
て
、
そ
の
実
態
を
究
明
す
る
作
業
を
行
う
。 

在
留
清
国
人
に
つ
い
て
は
、
経
済
史
を
中
心
に
「
ア
ジ
ア
へ
の
開
港
」
論
が
展
開
さ
れ
、
ア
ジ
ア
間
貿
易

の
担
い
手
で
あ
る
在
留
清
国
人
の
役
割
が
強
調
さ
れ
て
き
た
。
本
論
文
で
は
、
条
約
関
係
や
日
本
国
内
の
制

度
的
な
整
備
過
程
と
い
う
外
交
的
・
社
会
的
な
文
脈
か
ら
在
留
清
国
人
を
検
討
す
る
。
検
討
に
当
た
っ
て
、

以
下
の
三
つ
の
課
題
に
取
り
組
む
こ
と
に
す
る
。 

第
一
に
、「
長
い
開
国
」
の
実
態
と
し
て
の
在
留
清
国
人
を
究
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
開
国
を
幕
末
維
新

期
に
限
ら
ず
、
よ
り
持
続
的
な
現
象
と
し
て
捉
え
る
際
に
、
幕
末
維
新
期
に
結
ば
れ
た
諸
条
約
下
の
外
国
人
、

と
り
わ
け
清
国
人
の
地
位
を
検
討
す
る
こ
と
が
、
開
国
の
実
態
に
符
合
す
る
か
ら
で
あ
る
。
当
時
の
在
留
清

国
人
に
関
す
る
史
料
的
な
限
界
は
あ
る
が
、
在
留
清
国
人
が
係
わ
っ
た
事
件
や
、
彼
ら
の
管
理
政
策
を
め
ぐ

る
外
交
問
題
の
分
析
を
通
し
て
、
特
定
の
開
港
場
の
地
域
史
に
止
ま
ら
ず
、
居
留
地
全
般
に
お
け
る
在
留
清

国
人
の
様
相
を
確
認
す
る
。 

第
二
に
、
在
留
清
国
人
か
ら
み
る
日
清
関
係
で
あ
る
。
と
く
に
従
来
の
研
究
で
は
充
分
な
検
討
が
な
さ
れ

て
こ
な
か
っ
た
、
日
清
修
好
条
規
下
の
在
留
清
国
人
の
地
位
問
題
に
焦
点
を
当
て
る
。
こ
れ
を
通
じ
て
、
日

清
修
好
条
規
に
規
定
さ
れ
て
い
た
日
清
相
互
の
「
対
等
性
」
の
意
味
や
、
日
清
間
に
お
け
る
条
約
改
正
交
渉

と
在
留
清
国
人
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
れ
は
、
日
本
の
一
般
行
政
か
ら
司
法
権
に
わ
た
る
諸
領
域

の
な
か
で
、
清
国
人
の
地
位
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
の
実
態
究
明
に
繋
が
る
作
業
と
な
る
。 

第
三
に
、
他
者
と
し
て
の
清
国
人
の
存
在
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
在
留
清
国
人
は
二
重
の
意
味

で
「
他
者
」
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
。
日
清
修
好
条
規
下
に
お
い
て
清
国
人
は
、
治
外
法
権
を
享
受
す
る

「
外
国
人
」
で
あ
っ
た
が
、
日
清
間
の
条
約
関
係
に
伴
う
地
位
変
動
が
あ
っ
た
た
め
、
必
ず
し
も
欧
米
の
条
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約
国
民
と
同
等
の
地
位
に
立
つ
存
在
で
は
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
問
題
を
複
雑
に
し
た
の
は
、
清
国
人
内
部
で

確
認
さ
れ
る
多
層
性
で
あ
る
が
、
本
論
文
で
は
、
こ
の
よ
う
に
複
雑
な
様
相
を
表
す
清
国
人
の
存
在
を
多
角

的
に
検
討
す
る
。 

以
上
の
課
題
を
踏
ま
え
、
全
七
章
か
ら
な
る
本
論
は
、
日
清
間
の
条
約
関
係
を
中
心
と
し
た
時
系
列
の
構

成
を
取
る
。
す
な
わ
ち
第
一
章
は
、
日
清
修
好
条
規
締
結
以
前
の
時
期
を
、
第
二
章
は
、
条
約
締
結
以
後
か

ら
清
国
の
領
事
派
遣
前
ま
で
の
領
事
不
在
期
を
、
第
三
章
か
ら
第
六
章
ま
で
は
、
清
国
の
領
事
派
遣
に
よ
り
、

日
清
修
好
条
規
が
実
効
を
も
っ
て
運
用
さ
れ
た
時
期
を
、
第
七
章
は
、
日
清
戦
争
の
勃
発
か
ら
居
留
地
廃
止

に
よ
る
外
国
人
の
内
地
雑
居
実
施
ま
で
の
時
期
を
取
り
扱
う
。
各
章
の
概
要
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。 

第
一
章
で
は
、
日
清
修
好
条
規
締
結
以
前
に
お
け
る
在
留
清
国
人
の
問
題
を
検
討
し
た
。
ま
ず
、
こ
れ
ま

で
史
料
的
な
制
約
に
よ
り
、
断
片
的
に
し
か
知
ら
れ
な
か
っ
た
、
こ
の
時
期
の
清
国
人
流
入
の
具
体
的
な
様

相
を
明
ら
か
に
し
た
。
開
港
場
発
行
の
英
字
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
乗
客
記
録
を
用
い
、
欧
米
人
の
使
用
人
と

し
て
、
ま
た
は
自
力
で
渡
航
す
る
清
国
人
の
存
在
を
実
証
し
た
。
乗
客
記
録
の
な
か
で
、
日
本
に
向
け
た
清

国
人
の
移
動
規
模
は
、
清
国
本
国
よ
り
の
流
出
人
口
か
ら
す
る
と
微
々
た
る
水
準
に
止
ま
り
、
ほ
と
ん
ど
は

ア
メ
リ
カ
大
陸
へ
の
苦
力
人
力
が
占
め
て
い
た
。
し
か
し
、
居
留
地
の
形
成
段
階
で
あ
っ
た
当
時
の
日
本
の

開
港
場
に
お
い
て
、
流
入
す
る
清
国
人
の
数
は
、
決
し
て
小
さ
い
と
は
言
え
な
い
規
模
で
も
あ
っ
た
。 

清
国
人
の
流
入
を
、
ど
の
よ
う
に
管
理
す
る
か
と
い
う
問
題
は
、
欧
米
条
約
国
と
日
本
当
局
の
、
い
ず
れ

に
お
い
て
も
懸
案
で
あ
っ
た
。
従
来
の
研
究
で
は
、
管
理
主
体
を
め
ぐ
る
欧
米
領
事
団
と
日
本
側
の
交
渉
を

中
心
に
こ
の
問
題
が
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
、
本
章
で
は
、
開
港
場
発
行
の
英
字
新
聞
を
通
じ
て
、
在
留
清
国

人
と
居
留
地
自
治
運
営
と
の
関
係
や
、
日
本
側
の
清
国
人
取
締
り
を
め
ぐ
る
居
留
地
の
欧
米
人
社
会
の
対

応
に
焦
点
を
当
て
て
分
析
し
た
。
そ
の
結
果
、
清
国
人
の
商
業
活
動
や
犯
罪
へ
の
不
満
が
取
り
上
げ
ら
れ
る

こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず
、
居
留
地
運
営
の
資
金
確
保
や
、
居
留
地
の
警
察
行
政
権
、
雑
居
地
と
居
留
地
と
の
相

違
な
ど
、
在
留
清
国
人
が
居
留
地
の
多
様
な
問
題
と
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。 

 

第
二
章
で
は
、
清
国
領
事
が
派
遣
さ
れ
る
前
ま
で
の
領
事
不
在
期
に
お
け
る
清
国
人
管
理
問
題
を
、
「
在

留
清
国
人
民
籍
牌
規
則
」（
以
下
、「
籍
牌
規
則
」
と
略
す
）
の
成
立
過
程
と
、
そ
の
運
用
実
例
か
ら
検
討
し

た
。
各
開
港
場
で
実
施
さ
れ
て
い
た
清
国
人
管
理
は
、
「
籍
牌
規
則
」
に
よ
っ
て
全
国
的
に
統
一
さ
れ
た
。

籍
牌
発
給
史
料
は
ほ
と
ん
ど
残
さ
れ
て
い
な
い
が
、
本
章
で
は
、
東
京
で
の
運
用
事
例
に
関
す
る
史
料
を
利

用
し
、
そ
の
具
体
的
な
様
相
を
確
認
し
た
。
そ
の
な
か
で
浮
か
び
上
が
る
の
は
、
清
国
人
の
多
層
性
で
あ
る
。

「
籍
牌
規
則
」
に
お
け
る
清
国
人
の
等
級
区
別
に
つ
い
て
は
、
先
行
研
究
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ

で
は
、
管
理
す
る
／
さ
れ
る
清
国
人
の
間
に
生
じ
た
葛
藤
、
管
理
す
る
清
国
人
と
自
治
組
織
と
の
関
係
に
つ

い
て
も
検
討
を
加
え
た
。
清
国
人
取
締
り
の
補
佐
役
と
し
て
日
本
官
庁
に
雇
わ
れ
た
清
国
人
と
、
自
治
組
織

の
代
表
で
あ
る
清
国
人
総
代
は
、
開
港
場
に
よ
っ
て
そ
の
役
割
が
分
担
さ
れ
た
り
、
混
用
さ
れ
た
り
し
、「
籍
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牌
規
則
」
の
施
行
以
後
に
お
い
て
も
、
各
開
港
場
で
は
、
状
況
に
即
し
た
異
な
る
運
用
が
行
わ
れ
た
。 

ま
た
、
籍
牌
発
給
事
例
で
は
、
汽
船
で
働
く
多
数
の
三
菱
雇
用
の
清
国
人
も
確
認
で
き
た
。
こ
れ
を
通
じ

て
、
お
雇
い
外
国
人
研
究
で
は
見
逃
さ
れ
て
き
た
清
国
人
の
存
在
を
明
ら
か
に
し
た
。
雇
わ
れ
た
清
国
人
の

大
半
は
、
汽
船
で
の
雑
役
を
担
当
し
て
い
た
が
、
日
本
人
を
上
回
る
給
料
を
貰
い
、
一
定
の
専
門
性
を
担
保

し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
一
方
、「
籍
牌
規
則
」
と
の
関
係
か
ら
す
る
と
、
彼
ら
は
、
東
京
で
実
際
に
居

住
し
て
は
い
な
か
っ
た
が
、
籍
牌
発
給
の
対
象
と
な
り
、
東
京
に
お
け
る
籍
牌
発
給
数
と
、
在
留
清
国
人
数

の
間
に
大
き
な
ズ
レ
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。 

 

第
三
章
か
ら
第
六
章
ま
で
は
、
清
国
領
事
の
管
轄
下
に
お
け
る
、
在
留
清
国
人
に
対
す
る
日
清
修
好
条
規

の
解
釈
、
適
用
問
題
を
多
角
的
に
検
討
し
た
。
欧
米
人
が
享
受
し
た
と
さ
れ
る
各
種
の
権
利
を
、
在
留
清
国

人
は
ど
の
よ
う
に
行
使
し
た
の
か
を
、
一
般
行
政
か
ら
警
察
権
、
司
法
権
の
諸
領
域
に
わ
た
っ
て
検
討
を
行

っ
た
。 

第
三
章
で
は
、
在
留
清
国
人
の
内
地
旅
行
を
め
ぐ
る
日
本
の
対
応
を
分
析
し
た
。
日
本
は
、
学
術
・
病
気

療
養
に
限
っ
て
許
容
さ
れ
た
外
国
人
の
内
地
旅
行
を
、
条
約
規
定
の
な
い
「
特
権
」
と
し
て
解
釈
し
、
清
国

人
に
は
許
可
し
な
い
方
針
を
取
っ
た
。
清
国
で
の
内
地
通
商
権
利
を
獲
得
す
る
た
め
、
条
約
上
の
曖
昧
な
規

定
で
あ
っ
た
内
地
旅
行
を
戦
略
的
に
利
用
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
交
渉
過
程
に
お
い
て
、
清
国
側
は
、

日
清
間
の
対
等
性
を
基
に
在
留
清
国
人
の
権
利
を
主
張
し
、
ひ
い
て
は
清
国
在
留
の
日
本
人
の
権
利
制
限

ま
で
言
及
す
る
な
ど
、
こ
の
問
題
を
逆
利
用
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。 

対
欧
米
条
約
に
関
す
る
日
清
間
の
相
違
に
つ
い
て
は
、
内
地
に
お
け
る
「
通
商
」
権
利
の
有
無
が
よ
く
指

摘
さ
れ
て
い
る
が
、
本
章
で
は
、
互
い
に
禁
止
を
明
記
し
た
内
地
通
商
で
は
な
く
、
些
細
な
問
題
の
よ
う
に

見
え
る
内
地
旅
行
を
取
り
上
げ
、
こ
の
問
題
が
日
清
修
好
条
規
の
対
等
性
や
、
日
清
条
約
改
正
と
連
動
し
て

い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。 

 

第
四
章
で
は
、
行
政
権
問
題
の
一
つ
と
し
て
外
国
人
課
税
問
題
を
取
り
上
げ
た
。
新
潟
港
に
お
け
る
清
国

人
陳
承
文
の
酒
造
事
件
は
、
不
平
等
条
約
の
問
題
点
を
唱
え
る
当
時
の
言
説
か
ら
も
確
認
さ
れ
て
い
る
も

の
の
、
こ
れ
ま
で
具
体
的
な
検
討
が
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
の
事
件
は
、
有
税
品
に
対
す
る
外
国
人
製

造
・
販
売
と
い
う
側
面
で
、
治
外
法
権
を
楯
に
し
た
、
欧
米
人
が
起
こ
し
た
他
の
事
件
と
類
似
し
て
い
る
。 

一
方
、
清
国
人
の
有
税
品
製
造
は
、
管
轄
庁
が
黙
認
す
る
ほ
ど
の
零
細
な
規
模
で
行
わ
れ
る
場
合
が
多
か

っ
た
が
、
こ
の
事
件
に
お
い
て
陳
承
文
は
、
広
範
な
日
本
人
酒
造
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
助
力
を
得
て
酒
造
・
販

売
を
行
い
、
地
域
の
酒
造
家
社
会
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
た
。
陳
承
文
の
酒
造
に
対
す
る
酒
造
家
の

反
発
や
集
団
行
動
は
、
外
国
人
の
酒
造
行
為
自
体
へ
の
問
題
提
起
に
と
ど
ま
ら
ず
、
第
三
の
要
求
と
し
て

「
減
税
」
を
主
張
す
る
な
ど
、
増
税
政
策
に
対
す
る
不
満
の
表
出
で
も
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
在
留
清
国
人
問

題
が
、
当
時
の
社
会
経
済
的
な
背
景
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 
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第
五
章
で
は
、
在
留
清
国
人
に
対
す
る
日
本
の
警
察
権
行
使
問
題
を
検
討
し
た
。
現
行
の
軽
犯
罪
法
に
あ

た
る
違
式
詿
違
条
例
の
施
行
に
お
い
て
、
清
国
の
領
事
派
遣
以
後
も
、
日
本
は
清
国
人
に
対
す
る
処
罰
権
を

行
使
し
よ
う
と
し
、
日
清
間
の
外
交
問
題
を
起
こ
し
た
。
裸
体
の
規
制
な
ど
、
上
か
ら
の
「
文
明
化
」
と
い

う
性
格
を
持
つ
違
式
詿
違
条
例
は
、
日
本
人
だ
け
で
は
な
く
、「
未
開
」
の
清
国
人
を
適
用
対
象
と
し
た
が
、

清
国
側
は
、
日
本
官
憲
に
よ
る
在
留
清
国
人
の
処
罰
を
、
条
約
違
反
に
あ
た
る
も
の
と
し
て
強
く
反
発
し
た
。

同
条
例
の
運
用
は
、
日
清
条
約
の
対
等
性
と
、
文
明
の
優
劣
に
よ
る
区
別
が
混
在
し
た
、
在
留
清
国
人
管
理

の
矛
盾
を
示
す
事
例
で
あ
っ
た
。 

 

ま
た
、
条
約
規
定
の
不
備
に
よ
り
、
清
国
人
に
対
す
る
阿
片
取
締
り
の
問
題
点
が
浮
上
し
、
一
八
八
三
年

の
長
崎
阿
片
事
件
の
よ
う
に
、
日
本
人
巡
査
の
清
国
人
家
宅
へ
の
立
入
り
は
、
条
約
規
定
の
な
い
警
察
権
の

濫
用
と
し
て
批
判
さ
れ
た
。
こ
こ
で
論
点
と
な
っ
た
、
外
国
人
の
権
利
に
関
す
る
条
約
規
定
の
な
い
も
の/

あ
る
も
の
を
め
ぐ
る
攻
防
は
、
そ
の
後
、
日
本
側
の
論
理
と
し
て
逆
に
活
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
大
隈

外
交
期
に
は
、
条
約
励
行
主
義
に
基
づ
い
た
清
国
人
の
取
締
り
が
行
わ
れ
、
神
戸
の
雑
居
地
に
お
け
る
警
察

権
の
行
使
が
強
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
神
戸
で
の
警
察
権
強
化
が
、
居
留
地
で
は
な
く
雑
居
地
に

限
定
さ
れ
た
こ
と
は
、
条
約
励
行
の
強
調
が
、「
不
平
等
条
約
」
下
で
与
え
ら
れ
た
外
国
人
の
権
利
を
保
障

す
る
結
果
に
も
な
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
領
事
裁
判
問
題
が
解
決
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
日
本
の
警
察
権
行

使
は
依
然
と
し
て
制
限
さ
れ
る
余
地
が
残
さ
れ
た
の
で
あ
る
。 

第
六
章
で
は
、
清
国
の
領
事
裁
判
事
例
を
事
件
の
性
格
、
裁
判
形
式
に
よ
っ
て
分
類
し
、
体
系
的
な
分
析

を
試
み
た
。
清
国
が
行
使
す
る
領
事
裁
判
権
に
つ
い
て
は
、
近
年
、
関
心
が
高
ま
り
つ
つ
あ
る
が
、
幾
つ
か

の
事
例
紹
介
に
止
ま
っ
て
い
る
状
況
に
あ
る
。
本
章
で
は
、
明
治
二
〇
年
代
の
長
崎
を
舞
台
と
し
て
、
清
国

人
被
告
―
日
本
人
原
告
の
民
事
事
件
に
焦
点
を
当
て
て
分
析
を
加
え
た
。 

裁
判
終
結
に
至
る
ま
で
の
長
い
所
要
時
間
は
、
領
事
裁
判
の
問
題
点
を
表
し
て
い
る
が
、
日
清
両
国
民
の

仲
裁
、
紛
争
解
決
の
た
め
、
柔
軟
か
つ
合
理
的
な
判
決
が
、
清
国
領
事
に
よ
っ
て
出
さ
れ
た
こ
と
も
確
認
さ

れ
る
。
訴
訟
中
の
清
国
人
被
告
に
、
出
国
禁
止
を
命
じ
た
事
例
や
、
急
訴
に
応
じ
て
、
普
段
は
行
わ
な
か
っ

た
日
本
官
員
と
の
会
審
を
通
じ
て
、
迅
速
な
事
件
解
決
を
迎
え
た
事
例
な
ど
が
確
認
で
き
る
。
た
だ
し
、
司

法
体
系
の
近
代
化
を
図
る
日
本
に
と
っ
て
、
控
訴
や
刑
事
附
帯
民
事
訴
訟
を
認
め
な
い
、「
前
近
代
」
的
な

清
国
の
領
事
裁
判
は
、
欧
米
が
行
使
し
た
領
事
裁
判
と
は
異
な
る
側
面
か
ら
、
廃
止
す
べ
き
制
度
で
あ
っ
た

の
で
あ
る
。 

 

第
七
章
で
は
、
日
清
戦
争
に
お
け
る
在
留
清
国
人
の
動
向
と
、
彼
ら
に
対
す
る
管
理
政
策
の
変
化
を
検
討

し
た
上
で
、
戦
後
の
居
留
地
廃
止
に
あ
た
っ
て
本
格
的
に
議
論
と
な
っ
た
、
清
国
人
の
内
地
雑
居
問
題
を
検

討
し
た
。
戦
争
勃
発
直
後
に
公
布
さ
れ
た
勅
令
第
一
三
七
号
と
、
清
国
人
の
内
地
雑
居
問
題
に
対
す
る
一
八

九
九
年
の
勅
令
第
三
五
二
号
に
つ
い
て
は
、
そ
の
成
立
過
程
に
関
す
る
先
行
研
究
が
あ
る
も
の
の
、
運
用
実



5 

 

態
に
関
す
る
検
討
は
不
十
分
で
あ
る
。
本
章
で
は
、
勅
令
第
一
三
七
号
が
、
戦
後
に
お
い
て
も
、
清
国
人
の

入
国
・
登
録
制
度
と
し
て
機
能
し
た
こ
と
、
ま
た
そ
の
手
続
き
は
中
華
会
館
を
経
て
行
わ
れ
た
こ
と
を
明
ら

か
に
し
た
。
さ
ら
に
、
戦
争
中
の
在
留
清
国
人
に
も
焦
点
を
あ
て
、
居
留
地
の
状
況
を
伝
え
る
新
聞
記
事
を

分
析
し
た
。
清
国
人
に
対
す
る
蔑
視
、
否
定
的
な
認
識
が
広
が
る
な
か
で
、
本
国
で
の
出
身
地
域
に
よ
っ
て

清
国
に
対
す
る
異
な
る
認
識
を
表
す
清
国
人
や
、
戦
争
を
む
し
ろ
貿
易
の
機
会
と
す
る
清
国
人
な
ど
、
多
様

な
清
国
人
を
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
た
。 

一
方
、
勅
令
第
三
五
二
号
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
単
純
労
働
者
の
雑
居
禁
止
の
側
面
が
強
調
さ
れ
て
き

た
の
に
対
し
、
本
章
で
は
、
そ
の
他
の
清
国
人
に
は
内
地
雑
居
が
許
可
さ
れ
た
こ
と
に
注
目
し
た
。
こ
の
問

題
に
対
す
る
政
策
決
定
過
程
の
み
な
ら
ず
、
賛
否
両
論
の
世
論
、
清
国
人
の
請
願
運
動
の
検
討
を
通
し
て
、

在
留
清
国
人
の
多
層
性
を
も
明
ら
か
に
し
た
。 

 

以
上
、
各
章
の
検
討
を
通
じ
て
得
ら
れ
た
成
果
を
ま
と
め
る
と
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。 

 

第
一
に
、「
ア
ジ
ア
へ
の
開
港
」
を
、
経
済
史
的
な
視
角
で
は
な
く
、
在
留
清
国
人
の
地
位
、
管
理
問
題

と
い
う
、
人
へ
の
開
放
か
ら
再
検
討
し
た
点
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
管
理
主
体
の

変
遷
過
程
に
お
け
る
日
本
側
の
対
応
で
あ
る
。
日
清
修
好
条
規
の
締
結
以
後
も
、
清
国
の
領
事
不
在
期
に
お

い
て
、
在
留
清
国
人
の
管
轄
は
日
本
側
に
帰
属
さ
れ
、
全
国
的
な
「
籍
牌
規
則
」
の
制
定
に
至
っ
た
。
こ
れ

は
、
暫
定
的
で
あ
る
が
条
約
国
民
で
あ
る
清
国
人
に
対
し
、
行
政
・
司
法
権
を
行
使
で
き
る
措
置
で
も
あ
っ

た
。
清
国
の
領
事
派
遣
に
よ
っ
て
、
在
留
清
国
人
は
領
事
の
管
轄
下
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
条
約

に
明
記
さ
れ
た
領
事
裁
判
権
以
外
の
、
日
常
領
域
の
一
般
行
政
に
お
い
て
、
日
本
は
独
自
の
在
留
清
国
人
管

理
を
試
み
、
在
留
清
国
人
の
権
利
に
関
す
る
条
約
規
定
の
な
い
も
の/

あ
る
も
の
を
め
ぐ
る
日
清
間
の
外
交

攻
防
を
招
い
た
。「
ア
ジ
ア
へ
の
開
港
」
に
よ
る
在
留
清
国
人
問
題
は
、「
不
平
等
条
約
」
下
の
在
留
外
国
人

に
対
す
る
「
行
政
権
回
復
」
の
対
外
交
渉
と
交
錯
し
た
の
で
あ
る
。 

日
清
間
の
条
約
改
正
が
失
敗
に
終
わ
り
、
そ
の
後
勃
発
し
た
日
清
戦
争
は
、
日
清
修
好
条
規
の
効
力
の
喪

失
を
意
味
し
、
在
留
清
国
人
の
管
理
は
再
び
日
本
側
に
戻
っ
た
。
こ
の
時
点
で
、
在
留
清
国
人
を
め
ぐ
る
問

題
は
、
清
国
と
の
条
約
関
係
や
外
交
交
渉
を
要
す
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
国
内
政
策
の
問
題
と
し
て

矮
小
化
し
た
の
で
あ
る
。 

一
方
、
本
論
文
で
は
、
在
留
清
国
人
を
中
心
と
し
た
「
ア
ジ
ア
へ
の
開
国
」
の
実
態
究
明
に
あ
た
り
、
こ

れ
ま
で
検
討
対
象
と
し
て
は
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
東
京
、
新
潟
の
事
例
を
取
り
上
げ
、「
籍
牌

規
則
」
の
適
用
や
、
課
税
問
題
と
い
う
、
当
時
の
在
留
清
国
人
を
め
ぐ
る
共
通
事
項
へ
の
分
析
を
行
っ
た
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
在
留
清
国
人
に
関
す
る
史
料
状
況
の
厳
し
さ
の
な
か
で
、
各
開
港
場
の
特
殊
性
と
同
時
に
、

居
留
地
全
般
を
俯
瞰
す
る
方
法
を
提
示
す
る
こ
と
が
出
来
た
。 

第
二
に
、
日
清
関
係
に
お
け
る
対
等
性
の
重
層
的
な
構
造
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
れ
は
、
日
本
―
清
国
―
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欧
米
各
国
に
よ
る
三
角
の
条
約
関
係
か
ら
起
因
し
て
い
る
が
、
そ
の
具
体
的
な
様
相
を
確
認
す
る
こ
と
で
、

日
清
修
好
条
規
下
の
日
清
関
係
に
新
た
な
視
座
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

そ
の
手
が
か
り
と
な
る
の
が
、
近
代
国
家
間
の
関
係
成
立
の
前
提
条
件
で
あ
る
、
国
際
法
受
容
に
お
け
る

日
本
の
態
度
で
あ
る
。
欧
米
文
明
国
の
一
員
を
目
指
し
た
日
本
の
近
代
化
過
程
に
お
い
て
、
国
際
法
は
、
自

ら
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
原
則
で
あ
っ
た
。
国
際
法
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
、
条
約
改
正
や
日
清
戦
争
に

お
い
て
国
際
法
を
重
視
す
る
立
場
を
と
っ
た
の
で
あ
る
。
在
留
清
国
人
に
対
す
る
日
清
間
の
攻
防
に
お
い

て
も
、
こ
の
よ
う
な
日
本
の
姿
勢
が
う
か
が
え
る
。
日
本
人
巡
査
の
清
国
人
家
宅
へ
の
立
入
り
を
公
法
違
反

と
し
て
批
判
す
る
清
国
に
対
し
、
日
本
は
、『
公
法
会
通
』
の
具
体
的
な
関
係
条
目
を
も
取
上
げ
な
が
ら
反

駁
す
る
な
ど
、
敏
感
に
対
応
し
た
の
で
あ
る
。 

一
方
、
国
際
法
を
遵
守
す
る
「
文
明
国
」
へ
の
進
入
は
、「
脱
亜
入
欧
」、
す
な
わ
ち
ア
ジ
ア
へ
の
比
較
優

位
を
占
め
る
こ
と
で
も
あ
り
、
在
留
清
国
人
に
対
し
て
「
文
明
国
」
の
欧
米
人
と
は
異
な
る
待
遇
を
与
え
よ

う
と
す
る
試
み
に
つ
な
が
っ
た
。
そ
こ
で
、
日
清
間
の
対
等
性
は
矛
盾
に
直
面
す
る
。「
対
等
性
」
に
基
づ

い
た
日
清
修
好
条
規
に
従
え
ば
、
清
国
人
に
対
す
る
「
差
別
的
」
な
措
置
は
条
約
違
背
に
な
り
か
ね
な
い
か

ら
で
あ
る
。
ま
た
、
領
事
裁
判
の
相
互
行
使
が
規
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
清
国
人
が
被
告
で
あ
る
場
合
は
、

清
国
に
よ
る
前
近
代
的
な
司
法
制
度
が
日
本
で
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
日
本
に
と
っ
て
日
清
修
好
条
規

の
対
等
性
は
、
文
明
国
を
目
指
す
近
代
化
政
策
と
衝
突
す
る
、
改
正
を
要
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
欧
米
に
対

す
る
条
約
改
正
や
、
対
清
政
策
の
側
面
と
は
別
に
、
在
留
清
国
人
を
め
ぐ
る
日
本
の
内
在
的
な
論
理
か
ら
も
、

日
清
間
に
お
け
る
条
約
改
正
の
必
要
性
が
台
頭
し
た
の
で
あ
る
。
従
来
の
研
究
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た

宗
主
権
や
華
夷
秩
序
の
変
容
と
い
う
側
面
だ
け
で
は
な
く
、
在
留
清
国
人
の
地
位
を
通
し
て
日
清
関
係
を

読
み
解
く
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。 

第
三
に
、
清
国
人
の
多
層
性
の
究
明
に
よ
っ
て
、
明
治
期
の
清
国
観
を
相
対
化
し
、
よ
り
多
様
な
解
釈
と

評
価
を
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
在
留
清
国
人
を
通
じ
た
対
外
観
は
、
日
本
の
「
内
に
向
け
た
対
外
観
」
と
も

い
え
る
。
こ
れ
は
、
間
接
的
か
つ
抽
象
的
な
性
格
を
免
れ
な
い
対
外
観
と
違
っ
て
、
よ
り
具
体
的
か
つ
直
接

的
な
経
験
と
し
て
の
対
外
観
で
あ
る
。
と
く
に
本
論
文
で
は
、
日
清
戦
争
前
後
の
居
留
地
状
況
や
、
清
国
人

の
内
地
雑
居
を
め
ぐ
る
賛
否
論
の
な
か
で
、
こ
の
よ
う
な
「
内
に
向
け
た
対
外
観
」
を
確
認
す
る
こ
と
が
出

来
た
。
近
代
化
が
遅
れ
た
「
陋
習
」
の
イ
メ
ー
ジ
と
、
大
国
の
イ
メ
ー
ジ
が
混
在
し
た
明
治
期
の
「
中
国
」

観
は
、
日
清
戦
争
を
き
っ
か
け
に
蔑
視
が
拡
大
さ
れ
て
い
く
と
い
う
通
念
に
対
し
、
近
年
の
研
究
は
、
日
清

戦
争
以
後
も
、「
否
定
／
肯
定
」
的
な
中
国
観
が
一
般
民
衆
の
間
で
依
然
と
し
て
存
在
し
続
け
て
い
た
こ
と

を
指
摘
し
て
い
る
。
本
論
文
で
明
ら
か
に
し
た
、
清
国
と
い
う
単
一
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
と
し
て
収
斂
さ
れ

な
い
在
留
清
国
人
の
多
層
性
は
、
こ
の
よ
う
な
両
面
的
な
評
価
が
存
続
し
う
る
一
つ
の
要
因
と
し
て
理
解

す
る
こ
と
が
で
き
る
。 
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以
上
の
よ
う
に
、
本
論
文
で
は
、
在
留
清
国
人
を
中
心
に
日
本
の
開
国
の
実
態
を
究
明
す
る
作
業
を
行
っ

た
が
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
居
留
地
制
度
の
文
脈
か
ら
す
る
と
、
残
さ
れ
た
課
題
は
少
な
く
な
い
。
ま
ず
、

日
清
修
好
条
規
下
の
「
対
等
性
」
を
よ
り
深
く
理
解
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
時
期
の
清
国
に
お
け
る
在
留
日

本
人
の
実
態
に
関
す
る
比
較
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
居
留
地
貿
易
・
商
権
を
め
ぐ
る
日
清
間
の
競
争

の
場
と
な
っ
た
朝
鮮
の
開
港
も
視
野
に
い
れ
、
朝
鮮
に
お
け
る
在
留
日
本
人
、
清
国
人
の
地
位
が
ど
の
よ
う

に
変
動
し
た
の
か
に
つ
い
て
も
比
較
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
相
互
開
港
の
実
態
を
究

明
す
る
作
業
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。 

以
上 

      


